
我孫子市集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を  

改正する条例（案）  

我孫子市集会施設の設置及び管理に関する条例（昭和 51年条例第 31号）の

一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（設置）  （設置）  

第２条  本市は、市民の福祉増進を図

るため、次のとおり集会施設を設置

する。  

第２条  本市は、市民の福祉増進を図

るため、次のとおり集会施設を設置

する。  

名称  所在地  

 

 

 

我孫子市布佐

南近隣センタ

ー  

 

 

 

我孫子市布佐平和

台４丁目１番 30号  

略  略  
 

名称  所在地  

我孫子市湖北

台市民センタ

ー  

我孫子市湖北台３

丁目１番１号  

我孫子市布佐

南近隣センタ

ー  

我孫子市布佐平和

台４丁目１番 30号  

略  略  
 

別表（第８条関係）  別表（第８条関係）  

 １  市民センター使用料  

 湖北台市民センター  

 時間  

 

施設  

午前９

時～正

午  

午後１

時～午

後５時  

午後６時

～午後９

時  

会議室

１  

510円  700円  510円  

会議室

２  



会議室

３  

会議室

４  

630円  860円  630円  

 

 ２  近隣センター使用料  

１  布佐南近隣センター  (1) 布佐南近隣センター  

 略   略  

２  天王台北近隣センター  (2) 天王台北近隣センター  

 略   略  

３  根戸近隣センター  (3) 根戸近隣センター  

 略   略  

４  新木近隣センター  (4) 新木近隣センター  

 略   略  

５  湖北台近隣センター  (5) 湖北台近隣センター  

(1) 施設使用料  ア  施設使用料  

 略   略  

(2) 設備使用料  イ  設備使用料  

 略   略  

６  久寺家近隣センター  (6) 久寺家近隣センター  

 略   略  

７  近隣センターこもれび  (7) 近隣センターこもれび  

(1) 施設使用料  ア  施設使用料  

 略   略  

(2) 設備使用料  イ  設備使用料  

 略   略  

８  我孫子南近隣センター  (8) 我孫子南近隣センター  

 略   略  

９  近隣センターふさの風  (9) 近隣センターふさの風  

(1) 施設使用料  ア  施設使用料  



 略   略  

(2) 設備使用料  イ  設備使用料  

 略   略  

10 我孫子北近隣センター並木本

館  

(10) 我孫子北近隣センター並木

本館  

 略   略  

11 我孫子北近隣センターつくし

野館  

(11) 我孫子北近隣センターつく

し野館  

 略   略  

   附  則  

 この条例は、令和９年１月１日から施行する。  


